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議第３８号 

   令和２年度各務原市一般会計補正予算（第５号） 

令和２年度各務原市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ174,592千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ71,309,450千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  令和２年６月５日提出 

各務原市長  浅 野 健 司      



第１表　歳入歳出予算補正

　　 歳　　　　入 (単位：千円)

補正前予算額

16 国庫支出金 24,361,825 65,834 24,427,659

2 国庫補助金 18,376,480 65,834 18,442,314

17 県支出金 3,655,690 45,055 3,700,745

1 県負担金 2,344,881 5,057 2,349,938

2 県補助金 958,397 39,998 998,395

21 繰越金 1,150,241 14,177 1,164,418

1 繰越金 1,150,241 14,177 1,164,418

22 諸収入 991,891 △ 4,474 987,417

6 雑入 444,973 △ 4,474 440,499

23 市債 3,146,800 54,000 3,200,800

1 市債 3,146,800 54,000 3,200,800

歳　　入　　合　　計 71,134,858 174,592 71,309,450

款 項 補正予算額 補正後予算額
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　　 歳　　　　出 (単位：千円)

補正前予算額

1 議会費 362,696 △ 5,131 357,565

1 議会費 362,696 △ 5,131 357,565

2 総務費 23,760,367 3,772 23,764,139

1 総務管理費 22,583,172 3,772 22,586,944

3 民生費 15,260,999 42,538 15,303,537

1 社会福祉費 5,918,369 △ 906 5,917,463

3 児童福祉費 7,294,553 43,444 7,337,997

4 衛生費 3,860,839 △ 13,480 3,847,359

1 保健衛生費 1,204,587 △ 3,625 1,200,962

2 環境費 2,656,252 △ 9,855 2,646,397

5 労働費 254,463 △ 653 253,810

1 労働諸費 254,463 △ 653 253,810

7 商工費 1,600,869 △ 5,476 1,595,393

1 商工費 1,600,869 △ 5,476 1,595,393

8 土木費 4,229,408 40,386 4,269,794

1 土木管理費 321,000 28,024 349,024

2 道路橋梁費 1,859,125 15,554 1,874,679

4 都市計画費 1,054,033 △ 3,192 1,050,841

9 消防費 2,347,379 8,744 2,356,123

1 消防費 2,347,379 8,744 2,356,123

10 教育費 7,243,590 △ 75,958 7,167,632

1 教育総務費 1,022,927 △ 2,225 1,020,702

2 小学校費 1,332,508 0 1,332,508

款 項 補正予算額 補正後予算額
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(単位：千円)

補正前予算額

3 中学校費 746,939 △ 111,217 635,722

5 幼稚園費 1,107,099 69,693 1,176,792

6 社会教育費 1,174,141 △ 19,405 1,154,736

7 保健体育費 1,803,050 △ 12,804 1,790,246

13 諸支出金 5,505,143 179,850 5,684,993

3 基金費 126,569 179,850 306,419

歳　　出　　合　　計 71,134,858 174,592 71,309,450
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款 項 補正予算額 補正後予算額
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第２表　地方債補正

（追加）

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円

４,５００

２２,０００

起債の方法

航 空 宇 宙 博 物 館
施 設 整 備 事 業

急 傾 斜 地 崩 壊
対 策 事 業

普通貸借

又は

証券発行

公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。
ただし、市財政
の都合により据
置期間及び償還
期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借り
換えすることが
できる。

ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる資金

について利

率の見直し

を行った後

においては、

当該見直し

後の利率

年5.0％以内
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（変更）

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

起債の目的

9,000

年 5.0％ 年 5.0％

以 内 以 内

187,000

112,300

206,000
消 防 施 設
整 備 事 業

起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

限 度 額
起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

限 度 額

9,600
都 市 再 生
整 備 事 業

千円 千円

小 学 校 施 設
整 備 事 業

120,200

ただし､利
率見直し
方式で借
り入れる
資金につ
いて利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利率

普通貸借

又は

証券発行

公的資金

については、

その融資条

件により、

銀行その他

の場合には

借入先と協

定し、その

条件に従う

ものとする。

ただし、

市財政の都

合により据

置期間及び

償還期限を

短縮し、又

は繰上償還

若しくは低

利に借り換

えすること

ができる。

普通貸借

又は

証券発行

公的資金

については、

その融資条

件により、

銀行その他

の場合には

借入先と協

定し、その

条件に従う

ものとする。

ただし、

市財政の都

合により据

置期間及び

償還期限を

短縮し、又

は繰上償還

若しくは低

利に借り換

えすること

ができる。

ただし､利
率見直し
方式で借
り入れる
資金につ
いて利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利率
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議第３９号 

   令和２年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

令和２年度各務原市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,500千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ11,390,596千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和２年６月５日提出 

各務原市長  浅 野 健 司      



第１表　歳入歳出予算補正

　　 歳　　　　入 (単位：千円)

補正前予算額

4 国庫支出金 2,387,977 2,500 2,390,477

2 国庫補助金 396,578 2,500 399,078

歳　　入　　合　　計 11,388,096 2,500 11,390,596

款 項 補正予算額 補正後予算額
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　　 歳　　　　出 (単位：千円)

補正前予算額

5 諸支出金 2,600 2,500 5,100

1 償還金及び還付加 2,600 2,500 5,100

算金

歳　　出　　合　　計 11,388,096 2,500 11,390,596
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款 項 補正予算額 補正後予算額
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